
京丹波町地域振興拠点施設整備事業

維持管理・運営業務委託契約書

件 京丹波町地域振興拠点施設整備事業

維持管理・運営業務委託

京都府船井郡京丹波町曽根深シノ65番地 1ほ か

本契約締結 日か ら平成42年 3月 31日 まで

この契約書第 30条 に定めるところによる。

この契約について、発注者・京丹波町 (以 下、「甲」という。)と 受託者 。R00F GATE

株式会社 (以下、 「乙」という。)と はおのおの対等な立場における合意に基づいて、

次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお こ

の契約は、設計建設工事請負契約が京丹波町議会で議決されたときに本契約になるもの

とする。但 し、本契約の締結後、本施設の運用開始予定 日の1年前までに本施設の設置

及び管理に関する条例制定の議決又は乙を本施設の指定管理者 として指定する
.議

会の

議決を得 られないとき、この契約は無効となる。

この契約の証として、本書2通 を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

2 業務実施場所

3 契 約 期 間

4 契 約 保 証 金

平成25年 5月 10日

(乙 )

諭 品 瓢

1

I

(甲 ) 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷語
‐
喜聯蕗慧尋

京丹波町長   寺尾 豊識賞

優 :螢騎

京都府船井郡京丹波町曽根深シノ65番地 1

R00F GATE株 式会社

代表取締役     寺尾



(総 則 )

第 1条  発注者である京丹波町 (以下「甲」という。)及 び R00F GATE株式会社 (以下「乙」

という。)は、本維持管理・運営業務委託契約 (以下「この契約」という。)に基づき、

入札説明書等、要求水準書等、事業提案、設計図書等に従い、日本国の法令を遵守 し、

甲乙相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な事項を定める。

(公 共性及び事業の趣旨の尊重 )

第 2条  乙は、本事業が公共性を有することを十分理解 し、本施設の維持管理業務及び

運営業務 (以下総称 して「維持管理・運営業務」という。)の実施にあた り、その趣旨

を尊重するものとする。

甲及び乙は、本事業の目的を十分理解 し、本施設の維持管理・運営業務の実施にあた

り、その趣旨を尊重するものとする。

(用語の定義 )

第 3条 この契約における用語の定義は、京丹波町地域振興拠点施設整備事業基本契約 (以

下 「基本契約」 という。)及び この契約で特別に定める場合を除き、別紙 1の とお り

とする。

(契約関係書類の適用関係 )

第 4条  この契約書、入札説明書等、要求水準書等及び事業提案の記載内容に畑齢があ

る場合の優先順位は、次の各号に掲げる順序に従 うものとする。なお、この契約書等、

要求水準書等、入札説明書等、事業提案を総称 して、「契約関係書類」 という。

(1)こ の契約書

(2)要求水準書等

(3)入札説明書等

(4)事業提案

2 契約関係書類の間に疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議のうえ、その記

載内容に関する事項を決定するものとする。

3 事業提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業提案に記載された提案内

容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限 り、事業提案が優先 して適

用されるものとする。

(要求水準書の変更協議 )

第 5条  乙は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を甲に通知して、要

求水準書の変更の協議を請求することができる。

(1)要求水準書の変更の内容

(2)要求水準書の変更の理由

(3)乙 が求める要求水準書の変更に伴う事業 日程の変更の有無

(4)乙 が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若



しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要

2 甲は、前項の通知を受けたときは、14日 以内に、乙に対 して要求水準書の変更に対す

る意見を通知 し、乙と協議を行わなければな らない。

3 要求水準書の変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは、理由

を示 して設計図書又は維持管理・運営業務の仕様書若 しくは計画書の変更を求める旨

を乙に通知することができる。

(本業務の概要・事業範囲 )

‐   第 6条  本業務は、要求水準書に示す とお り、本施設を対象 とする維持管理・運営業務

及びそれ らに付随 し関連する一切の業務によ り構成される。

2 本業務は、契約関係書類に従い、乙が適正かつ確実に実施するものとし、甲は乙によ

る本業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。

3 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己

の責任と費用により、自主運営事業を実施することができる。乙は、自主運営事業を

実施する場合、甲に対して事業計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなければな ら

ない。

(事業方式 )

第 7条  本施設は、地方 自治法 (昭和 22年法律第 67号 )第 238条 第 4項 に規定する行

政財産 として位置付けられる。乙は、 この契約に定めるところに従い、契約期間にわ

た り、本施設の維持管理・運営業務を遂行するものとする。

2 本施設に備え付けの設備、什器・備品等は、甲及び乙の間で別途合意されない限 り、

甲が所有するものとする。

(本業務の費用 )

第 8条  乙は、この契約に別段の定めがある場合を除き、本業務の実施に必要な一切の

費用を負担 し、本業務を実施するにあた り必要な資金調達をすべて自己の責任におい

て行わなければな らない。

(事業者の収入 )

第 9条  本施設の運営業務及び自主運営事業による収入は、全て乙の収入 とする。

(業務期間 )

第 10条 業務期間等は、次の各号のとお りとする。

(1)運 用開始 日     :平 成 27年 4月 1日

(2)維持管理業務    :施 設引渡 し日～平成 42年 3月 31日

(3)運 営業務      :運 用開始 日～平成 42年 3月 31日

(施設使用料等 )

第 11条 本施設の使用料は、別紙 2に 定める「施設使用料等の算定方法」 により算定す



る。ただし、前条に定める期間の始期及び終期が年度の中途に掛かるときは、当該年

度分の施設使用料は、 日割 り計算によ り算出した額 とする。

2 乙は、自主運営事業による収入の一部を、納付金 として甲に納付する。納付金の額は、

別紙 2に 定める 「施設使用料等の算定方法」により算定する。

3 乙は、前 2項の施設使用料及び納付金を、甲の発行する納入通知書により納付 しなけ

ればな らない。

(法令等の遵守 )

・   第 12条 乙は、本業務を実施するにあた り、関連する法令、条例等を遵守 しなければな

らない。

(本施設の維持管理業務及び運営業務 )

第 13条 乙は、契約期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書及び

運営業務仕様書 (以 下、「維持管理・運営業務仕様書」 という。)に従い、自己の費用

及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持 し、利用者

等が本施設を安全、快適かつ便利に利用できるサービスの質及び水準を保持すること

を目的として、本施設の維持管理・運営業務を行わなければな らない。

2 乙は、契約関係書類に基づき、甲と協議 し、甲の承諾を得たうえで、乙による本施設

の維持管理・運営業務の仕様を定める維持管理・運営業務仕様書を作成 しなければな

らない。乙は、甲と協議 し、甲の承諾を得たうえで当該仕様書の内容を変更すること

ができるものとする。

(丹波パーキングエ リア (仮称)と の調整 )

第 14条 甲は、本施設が丹波パーキングエ リア (仮称)(以下 「丹波 PA」 という。)の連

結許可対象施設であることか ら、乙の実施する維持管理・運営業務が丹波 PAの維持

管理・運営 と密接に関連する場合において、必要があるときは、その維持管理・運営

につき、調整を行 うものとする。 この場合においては、乙は、甲の調整に従い、円滑

な維持管理・運営に協力しなければな らない。

2 前項に規定する調整に伴い維持管理・運営業務に係る費用が増加する場合、甲及び乙

の協議によ り、甲は合理的な範囲内で当該費用の増加分及び当該額に係る消費税等相

当額の合計額を負担するものとする。

(第 二者への委託 )

第 15条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本施設の維持管理・運営業務の全部又

は一部を第三者に委託 してはならないものとする。

2 乙は、前項の規定に基づ く委託を行 う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写

しを甲に速やかに提出しなければな らない。

3 乙は、第 l項 に係る受託者の使用について、すべての責任を負わなければな らない。

本施設の維持管理・運営業務に係る受託者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰す

べき事 由とみなす。



(維持管理業務及び運営業務計画書 )

第 16条 乙は、契約関係書類、維持管理・運営業務仕様書に従い、翌事業年度の乙によ

る本施設の維持管理・運営業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理・

運営業務の実施のために必要な事項を記載 した維持管理・運営業務計画書を毎年当該

事業年度が開始する 30日 前までに甲に提出し、承諾を得なければな らない。

.   2 乙は、前項の規定によ り届け出た業務実施体制に変更があるときは、速やかに当該変

更を甲に届け出なければならない。

(許認可及び届出)

第 17条 乙は、本施設の維持管理・運営業務に関する契約上の義務を履行するために必

要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければな らな

い 。

2 甲は、乙の要請があった場合、乙の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行 う

ものとする。

3 乙は、甲の要請があった場合、本施設の維持管理・運営業務に関する甲の許認可の取

得及び届出のために必要な協力を行 うものとする。

(事業者による実施体制の整備 )

第 18条 乙は、本施設の維持管理・運営業務開始予定 日の前 日までに本施設の維持管理 。

運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、甲に対 しその旨を報告 し

なければな らない。

2 甲は、乙による維持管理・運営業務の準備が完了したことを受けて、業務実施体制を

確認 し、乙は、その確認に協力するものとする。当該確認の結果、乙によ り維持管理・

運営業務仕様書及び維持管理・運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されてい

ない場合、甲は、乙に対 しその是正を求めることができるものとする。

(利 用料金の決定 )

第 19条  乙は、本施設の利用料金を、この契約の締結後に制定される本施設の設置及び

管理に関する条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、決

定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応 じて甲と乙の協議を

行うものとする。

(維持管理業務及び運営業務開始の遅延 )

第 20条 本施設の維持管理・運営業務の開始が、業務開始予定 日よ りも遅延 した場合、

甲及び乙は、次の各号により遅延の事由区分に応 じて責任を負 うものとする。

(1)甲 の責めに帰すべき事由による場合、甲は、乙に対 して遅延 日数に応 じて乙が実

際に負担 した合理的な範囲の追加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計

額を支払うものとする。

(2)乙 の責めに帰すべき事由による場合、乙は、甲に対 して契約期間の初年度の維持



管理及び運営経費の年額について、遅延 日数に応 じて、年 3.0パ ーセン トの割合

による金額を日割 り計算 した遅延損害金を支払わなければな らない。ただし、甲

が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されないものがある

ときは、その部分について甲は乙に対 して損害賠償の請求を行 うことができるも

のとする。

(3)法令変更による場合は、第 40条の定めに、不可抗力による場合は、第 42条 の定

めに:それぞれ従うものとする。

甲が乙に対 し遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限 られるもの

とする。

(近隣対応 )

第 21条 乙は、本施設の維持管理・運営業務に関して必要な近隣対応を自己の費用及び

責任で実施 しなければな らない。

2 甲は、乙か らの要請がある場合、前項に規定する乙による近隣対応に対 し必要な協力

を行 うものとする。

(本施設の修繕 )

第 22条 甲は、契約期間中、乙が提案 した契約期間全体の大規模修繕を見据えた長期修

繕計画を参考 とし、維持管理業務において乙が行 う軽微な修繕を除き、甲の判断及び

費用により、必要に応 じて、本施設の修繕又は大規模修繕を行 うものとする。

(本施設の設備更新及び改良等 )

第 23条 甲は、契約期間中、乙か らの提案に基づき、甲の判断及び費用により、必要に

応じて、本施設の全部又は一部の設備更新及び改良を行 うものとする。

(維持管理業務及び運営業務に係る業務報告書 )

第 24条 乙は、要求水準書等の定めるところにより、毎月及び毎年度の業務報告書 (次

項に規定する事故等が発生し、又は苦情、要望等があった場合の顛末書を含む。以下

「通常業務報告書」 という。)を 作成 し、甲に提出しなければな らない。提出時期は、

毎月の業務報告書は翌月開始後 5営業 日以内、毎年度の報告書は年度終了後 30日 以

内とする。ただ し、当該 日が、京丹波町の休 日を定める条例に規定する休 日の場合 に

は、その翌 日とする。

2 乙は、契約期間中、維持管理・運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等の

トラブルが発生 した場合、又は利用者等か らの苦情、要望等があつた場合には、速や

かに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載 した

随時業務報告書 (以 下 「随時業務報告書」という。)を 甲に提出しなければな らない。

(維持管理業務及び運営業務に対する本町のモニタ リング )

第 25条 甲は、自己の費用で本施設の維持管理 。運営業務の状況を確認 し、乙による本

施設の維持管理・運営業務が契約関係書類及び維持管理・運営業務仕様書 (以下総称



して「要求サービス水準」という。)に 適合 しているかを確認するために、次のとお り

モニタリングを実施する。ただし、乙に発生する費用は、乙が負担するものとする。

(1)定期モニタリング :甲 が、毎月及び毎年度に 1回 、乙か ら提出される通常業務報

告書を検討するほか、現地巡回、業務監視、乙への説明要求等により業務遂行状

況を確認するとともに、通常業務報告書記載事項の事実の確認を行 うものとする。

(2)随 時モニタリング :随時業務報告書の検討のほか、前号 と同様の内容のモニタ リ

ングを必要に応 じて随時行 うものとする。

甲は、第 1項に規定するモニタリングの実施の際に、乙に事前に通知することにより、

本施設の維持管理・運営業務の状況について、説明及び立会いを要求することができ

るものとする。乙は、甲か らのその要求に対 し協力するものとする。

甲は、前 1項 に規定するモニタリングの結果に基づき、乙による業務の実施状況の良

否を判断し、この判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領 した 日か ら起

算 して 7日 以内に乙に通知するものとする。

第 1項 に規定するモニタリングの結果、乙による業務の実施状況について、要求サー

ビス水準に適合 していないと認め られる場合、又は本施設の全部若 しくは一部が本来

有すべき機能にて利用できない状況にあると認め られる場合には、甲は、乙に対 し別

紙 3に 記載する 「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課

すことができるものとする。

甲及び乙は、別紙 4に 記載する「施設使用料見直 し協議」に基づき、定期的に施設使

用料の変更若 しくは利用者サービス向上措置について協議を行 うもとのとする。また、

上記の他、提案時に比べて交通量が著 しく増加、又は減少 したと認め られる場合には、

甲及び乙いずれかの申し入れによ り施設使用料見直 し協議を行 うことができるものと

する。甲及び乙は、本事業が公共事業 としての性格を有する事業であることを十分に

踏まえた上で、 この契約の趣旨に則 り、誠意をもって協議に応 じるとともに、適切な

対応を行 うものとする。

(維持管理業務及び運営業務の変更 )

第 26条 甲が乙に対 して維持管理・運営業務の内容の変更を請求 した場合、甲及び乙は、

協議によ り当該変更の当否を決定するものとする。当該協議が不調に終わった場合、

甲が、当該変更の当否を決定するものとし、乙は、これに従わなければな らない。

2 乙が、不可抗力又は乙の責めに帰す ことのできない事由により、甲に対 して維持管理・

運営業務の内容の変更を請求 した場合には、甲及び乙は、協議によ り当該変更の当否

を決定するものとする。当該協議が不調に終わった場合、甲が、当該変更の当否を決

定するものとし、乙は、 これに従わなければな らない。

3 前 2項 に規定する変更に伴い、甲は要求水準書を変更するものとする。要求水準書の

変更に基づき、維持管理・運営業務に係る費用が増減する場合、甲及び乙の協議によ

り、甲は合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計

額の負担方法を決定するものとする。なお、当該協議が不調に終わった場合、甲は、

甲の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理・運営業務に係る

費用が増加するときは、当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負



担するものとする。

前項に規定する甲の責めによる事業内容の変更等及び当該変更に伴 う費用の増減につ

いては、第 45条 に規定する業務報告会で協議 し決定するものとする。

(維持管理業務及び運営業務の一時中止 )

第 27条 甲は、必要があると認める場合、乙に対し維持管理・運営業務の全部又は一部

を一時中止させることができる。

2 甲は前項において、必要があると認める場合には、維持管理・運営業務の内容を変更

することができるものとする。

3 前項に規定する変更に伴い、甲は要求水準書を変更するものとする。甲は、乙の責め

に帰すべき事由による場合を除き、要求水準書の変更内容に基づき、合理的な範囲内

で維持管理・運営業務の一時中止に伴う増加費用及び乙に生じた損害額並びに当該額

に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。

(第 二者等に及ばした損害 )

第 28条 乙は、本施設の維持管理・運営業務に関し、乙の責めに帰すべき事由により、

甲又は第二者に損害を与えた場合には、甲又は第三者が被った損害を賠償するものと

する。

2 乙又は第 15条の規定による第三者が、故意又は過失により事故又は食中毒等を発生

させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、又は当該企業が他の地域振興

施設等において同様の事態を生じさせた場合、甲は、当該企業の変更を乙に求めるこ

とができる。

(維持管理業務及び運営業務に係る保険)

第 29条 乙は、第 20条第 2項 、第 28条第 1項、第 35条第 2項、第 42条第 3項 に定め

る損害賠償に係る乙の負担に備えるため、維持管理業務の開始日を始期として契約期

間中、別紙 5に 記載する「契約期間中の保険」のうち、第二者賠償責任保険又はこれ

に相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入 しなければな

らない。また、維持管理・運営業務を第二者に委託する場合は、乙が同保険に加入す

る、若 しくはその受託者を当該保険に加入させなければならない。

2 乙は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、

速やかに甲に提出しなければならない。

3 乙は、第 l項に係る保険金請求権について、担保権を設定してはならない。

(維持管理業務及び運営業務の契約保証 )

第 30条 乙は、本施設の維持管理・運営業務の契約保証として、維持管理業務の開始 日

までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。また、第 3号か

ら第 5号の場合にあっては、乙が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後

若しくは維持管理及び運営の受託者をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締

結した後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。



(期 間満了時の取扱い)

第 34条 乙は、契約期間終了にあた り、自己又は乙か ら維持管理・運営業務の委託を受

けてこれを実施する者 {下 請人等を含む。)の 所有する施設及び物品等を、自己の責任

及び費用において速やかに解体又は撤去するものとする。なお、甲及び乙の協議 によ

り、当該施設及び物品を甲に無償譲渡することを妨げるものではない。

2 乙は、契約終了にあた り、甲が継続的に維持管理・運営業務を行 うことができるよう

に、本施設の維持管理・運営業務に係る必要事項を甲に説明し、乙が使用 した維持管

理・運営業務に関する操作要領、申し送 り事項その他の関係資料を甲に提供する等、

本施設の維持管理・運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければな らない。

(本町による契約の終了 )

第 35条 次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、甲は、乙に対 し書面で通知

することにより、この契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに乙の契約上の

地位を甲が選定 した第二者に移転させることができるものとする。

(1)乙 の責めに帰すべき事由により、本施設の運用開始予定 日までに業務を開始でき

ないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、甲及び乙の

合意により運用開始予定 日が変更された場合は、この限 りではない。

(2)第 25条に規定するモニタリングの実施の結果、別紙 3に記載する「モニタリン

グ及びペナルティの考え方」に従い、乙の維持管理・運営業務について、不適合

業務が認められ、甲が第二回改善勧告をしたにもかかわ らず、乙の責めに帰すべ

き事由によ り、連続 して 30日 以上又は 1年間のうち 100日 以上、その状態が改

善されず、かつ、当該不適合な状態により本業務の目的の達成が不可能であると

認め られたとき。

(3)乙 による本業務の放棄 と認められる状況が、7日 以上継続 したとき。

(4)乙 が、破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算及び今後制定される倒産

に関する法律に基づ く手続きその他 これ らに類する法的倒産手続について、乙の

取締役会等でその申立てを決議 したとき又は乙の取締役等を含む第二者によっ

てその申立てがなされたとき。

(5)乙 が、支払い不能又は支払い停止 となったとき。

(6)乙 が、故意又は過失により、通常業務報告書及び随時業務報告書、財務書類、請

求書等に著 しい虚偽記載を行ったとき。

(7)乙 の責めに帰すべき事由によ り、この契約の履行が困難になったとき。

(8)理 由の如何に問わず、乙が地方 自治法第 244条 の 2第 3項 に基づく指定管理者 と

しての地位を喪失 したとき。

(9)前 各号に定める他、乙がこの契約に違反 し、乙の責めに帰すべき事由によ り、 こ

の契約の目的を達成することができないと認め られるとき。

2 この契約が、前項の規定によ り終了した場合、次の各号に掲げる処理に従 うものとす

る。

(1)乙 は、甲に対 し、年間の維持管理・運営業務に係る経費の年間の金額及び当該額

に係る消費税等相当額の合計額の 10分 の 1に 相当する金額の違約金を支払うも



のとする。なお、違約金の支払いにより甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるも

のではない。

(2)乙 は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除

き、自己の費用で速やかに撤去 しなければな らない。甲による買い取 りの対象 と

なる機器等について、修繕が必要であると認められる場合、乙は、当該修繕に必

要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途

負担するものとする。

(事業者による契約の終了 )

第 36条  甲が契約上の重要な義務に違反 し、かつ、乙による催告後 180日 以内に当該違

反を是正 しない場合、乙は、甲に対 し書面で通知することにより、 この契約の全部を

解除 して終了することができるものとする。

2 前項の場合、甲及び乙は、次の各号に掲げる処理に従 うものとする。

(1)甲 は、乙の維持管理・運営業務の受託者 との契約解除によ り乙に生 じる手数料、

違約金その他の損失のうち甲の不履行 と相当な因果関係の範囲にある保険によ

りてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相

当額の合計額を乙と協議のうえ、乙に支払うものとする。当該支払いは、当該金

額の決定後一括にて支払うことを原則 とするが、甲の支払いに関する予算措置の

必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議に

より決定するものとする。

(2)乙 は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除

き、速やかに撤去 しなければな らない。

(本町の公益上の事由による契約終了 )

第 3ア 条 甲は、本業務の実施の必要が無 くなった場合又は本施設の転用が必要となった

場合には、乙に対 し 180日 以上前に書面で通知することにより、この契約の全部を解

除 して終了させることができるものとする。

2 この契約が、前項の規定によ り終了した場合、甲及び乙は、前条第 2項 に掲げた決定

に従って適切に処理するものとする。

(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了 )

第 38条 法令変更又は不可抗力によ り、本業務の実施の継続が著 しく困難若 しくは不可

能なとき、又は本業務の実施に過大な費用を要すると認められる場合で、甲及び乙と

の間の協議が整わないときは、甲は、 この契約の全部を解除 して終了させることがで

きるものとする。

2 前項に基づき、 この契約の全部が終了する場合には、甲及び乙は、次の各号に掲げる

処理に従 うものとする。

(1)甲 は、乙の維持管理・運営業務の受託者 との契約解除によ り乙に生 じる手数料、

違約金及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗

力等 と相当な因果関係の範囲にある保険によ りてん補されるべき金額を控除 し



(1)契約保証金の納付

(2)契約保証金に代わる担保 となる有価証券等の提供。ただ し、京丹波町財務規則第

174条 の額面規定によるものとする。

(3)本施設の維持管理・運営業務に係る債務の不履行によ り生ずる損害金の支払を保

証する銀行又は甲が確実 と認める金融機関の保証

(4)本施設の維持管理・運営業務に係る債務の履行を保証する証券に基づく保証

(5)本施設の維持管理・運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する

履行保証保険契約の締結

前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理・運営業務にかかる経費の年間の金額

及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10分 の 1以上とし、別紙 6に定める「契

約保証金の額」以上としなければな らない。

第 1項 の規定によ り、乙が同項第 2号又は第 3号 に掲げる保証を付 したときは、当該

保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4号又は第 5

号に掲げる保証保険契約を締結 したときは、契約保証金の納付を免除するものとする

維持管理・運営業務にかかる経費の年間の金額の変更があった場合には、第 1項 に規

定する保証の額が変更後の維持管理・運営業務にかかる経費の年間の金額及び当該額

に係る消費税等相当額の合計額の 10分の 1に達するまで、甲は、当該保証の額の増

額を請求することができるものとし、乙は、保証の額の減額を請求することができる

ものとする。ただ し、保証の額の変更に伴 う経費は乙が負担するものとする。

契約保証金は、契約期間終了後に還付するものとする。なお、利息等の付与は行わな

いものとする。

(事業者の経営状況に係る報告 )

第 31条 乙は、契約期間中、毎事業年度の財務書類を作成 し、毎会計年度の最終 日か ら

起算 して 3箇月以内に、乙の負担によ り公認会計士又は監査法人の会計監査を受けた

うえで、監査済財務書類の写 しを甲に提出し、甲に監査報告を行わなければな らない。

(事業者の経営状況に対する本町のモニタ リング )

第 32条 甲は、前条に基づき提出された財務書類による財務状況の確認により、必要が

あると認め られる場合は、乙に対 し財務状況の改善を勧告できるものとする。その勧

告がなされた場合、乙は速やかに財務状況改善計画書を甲に提出し、その確認を受け、

当該改善計画を適切に実行 しなければな らない。

(契約期間 )

第 33条  この契約の有効期間は、契約締結 日か ら平成 42年 3月 31日 までとする。ただ

し、契約期間終了日経過時において未履行である甲又は乙の契約上の義務及びそれに

起因して契約期間終了日の経過後に発生 した義務は、その履行が完了するまで法的拘

束力を有するものとする。



た合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、乙と協議の

うえ、乙に支払うものとする。当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払 う

ことを原則 とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除

等における支払い条件については、甲及び乙の協議によ り決定するものとす る。

(2)乙 は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除

き、自己の費用で速やかに撤去 しなければな らない。

法令変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務の中止期間が 6月 を超えた場合 に

おいては、乙は、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が

維持管理・運営業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の維持管理・運営業

務についてはこの限 りでない。

(法令変更に係る通知の付与 )

第 39条 乙は、法令変更により、契約関係書類、維持管理・運営業務仕様書に従って本

施設の維持管理・運営業務ができなくなった場合又は、その実施にあた り過分の費用

を要すると認め られる場合は、その内容の詳細を記載 した書面によ り甲に対 し通知 し

なければな らない。

2 甲及び乙は、前項に規定する通知がなされた時点以降、この契約に基づく自己の義務

が適用法令に違反することとなった場合、履行期 日における義務が当該適用法令に違

反する限 りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合、甲及び乙は、相

手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければな らない。

(法 令変更に係る協議及び追加費用の負担 )

第 40条 甲は、乙か ら前条第 1項 の規定による通知を受領 したときは、直ちに、調査 を

行い、当該通知の内容が事実 と合致 しているか否かについて確認 したうえで、当該法

令変更に対応するために、速やかにこの契約の変更及び必要な追加費用の負担につい

て、乙と協議するものとする。

2 前項の協議にかかわ らず、新設又は改廃された法令の施行の日か ら 30日 以内にこの

契約の変更及び必要な追加費用等の負担についての合意が成立 しない場合には、甲は、

その対応方法を決定 し、乙に通知 し、乙は当該対応方法に従 うものとする。

3 前項により甲が決定 した対応方法について、追加費用等の負担は、次の各号のとお り

とする。

(1)当 該法令変更が本業務に直接関連する租税 に係る法令以外の法令変更、消費税等

に関する法令変更 (税 率変更を含む)の 場合は、甲が負担する。

(2)当 該法令変更によ り、乙の費用負担又は乙に対する課税が軽減されたことによ り、

乙の税引き後当期利益が増加 したものと認め られる場合、乙は、その増加額相 当

額を甲に支払うものとする。

(不可抗力に係る通知の付与 )

第 41条 乙は、不可抗力によ り、契約関係書類及び維持管理・運営業務仕様書に従って

本施設の維持管理・運営業務ができなくなった場合又は、その実施にあた り過分の費



用を要すると認められる場合は、その内容の詳細を記載 した書面により甲に対 し通知

しなければならない。

甲及び乙は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合

には、甲及び乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならな

い。

(不 可抗力に係る協議及び追加費用の負担 )

第 42条 甲は、乙か ら前条第 1項 の規定による通知を受領 したときは、直ちに調査を行

い、当該通知の内容が事実と合致 しているか否かについて確認 したうえで、当該状況

に対応するために、速やかにこの契約の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担

(以下 「対応策等」 という。)に ついて、乙と協議するものとする。

2 前項の協議にかかわ らず、当該状況が発生 した 日か ら 14日 以内に対応策等について

の合意が成立 しない場合には、甲は、対応策等を決定 して乙に通知 し、乙は、当該対

応策等 に従 うものとする。

3 前項によ り甲が決定 した対応策等について、追加費用の負担は次の各号のとお りとす

る。

(1)当 該追加費用のうち、第二者による損害賠償、保険又は政府による支援等によ り

てん補されなかった費用のうち、維持管理・運営業務にかかる経費の年額及び当

該額に係る消費税等相当額の合計額の 100分 の 1相 当額に至るまでの費用は、乙

が負担するものとし、残額を甲の負担とする。なお、同一事業年度内に数回にわ

たる負担が必要 となった場合には、乙は、維持管理・運営業務にかかる経費の年

額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100分 の 1を 上限として負担する

ものとする。

(2)前号にかかわらず、乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該追加費

用が発生した場合及び乙が付保義務のある保険の購入又は維持を怠ったことに

より当該追加費用が保険によりてん補されない場合は、乙が負担しなければなら

ない。

(不可抗力への対応 )

第 43条 甲及び乙は協力して、前条第 1項 による対応策等が決定されるまでの間、不可

抗力による本業務への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応

を行わなければならない。

(公租公課の負担 )

第 44条  この契約に関連 して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除

き、すべて乙の負担とし、甲は、この契約に関連して生じる公租公課を別途負担しな

いものとする。

(業務報告会議の開催 )

第 45条 甲及び乙は、本業務に関する報告及び意見交換を行うために、毎月 1回、業務



報告会議を開催する。

2 甲及び乙は、この契約の締結後、速やかに、業務報告会議の運営に必要な事項を定め

るものとする。

(契約上の地位の譲渡等 )

第 46条 乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、契約上の地位及び権利義

務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはな らない。

(担保権の設定 )

第 47条 乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、乙の所有する機器等を譲

渡 し、又はこれに担保権を設定 してはな らない。ただし、法令等に反 しない範囲で、

乙が本業務に関し融資を受けている金融機関等に対 して担保権を設定する場合には、

甲は、不合理に書面による承諾を留保、拒絶又は遅延 してはな らない。

(情報公開 )

第 48条  乙は、本業務の実施に関して保有する情報については、情報公開に係る規定を

整理するなど公開に関し必要な措置を講 じ、適正な公開に努めなければならない。

2 乙は、本施設の管理に関する経営状況等の公表に努めなければな らない。

(個 人情報の保護 )

第 49条  乙は、本業務の実施に当た り、知 り得た事項を他人に漏 らしてはならない。契

約期間が終了し、又はこの契約を解除された後においても同様 とする。

2 乙は、 この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報

の保護に関する法律 (平成 15年 5月 30日 法律第 57号 )及び京丹波町個人情報保護

条例 (平成 1ア 年条例第 10号 )の 規定を遵守 し、その取扱いによ り個人の権利、利益

を侵す ことのないよう別紙 6に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければな

らない。



別紙 1 用語の定義

{1)「 乙が所有する機器等」とは、乙が自らの負担で設置若しくは搬入 した機器及び什器・

備品等をいう。

.   (2)「 維持管理業務及び運営業務計画書」とは、契約関係書類に従い、乙が事業年度毎にあ

らかじめ作成する本施設等の維持管理業務及び運営業務の計画に係る書類をいう。

‐   (3)「 業務開始予定 日」とは、維持管理業務及び運営業務それぞれについて、乙の提案に基

づいて甲が決定した日をいう。

(4)「運用開始予定日」とは、施設の運用を開始する予定日 (平成 27年 4月 1日 )と する。

(5)「 契約解除等における支払い条件」とは、第 35条から第 38条 に規定する甲の支払い

のうち、契約書に定める支払いスケジュールを変更することにより必要となる手数料

相当額を含む具体的な支払い時期、支払い方法をいう。



別紙 2 施設使用料等の算定方法

1 施設使用料

契約期間中、乙が甲に支払う施設使用料の項 目は、以下のとお りである。

(1)定額分

以下の金額を、当年度中に一括若 しくは分割 して支払うものとする。

20,000,000円 /年

(2)変動分

当年度の運営業務にかかる売上金額か ら販売代行手数料を除いた額に、以下の率 を

乗 じて得た額 (以 下 「変動額」 という。)を 、翌年度 5月 上旬までに一括で支払うも

のとする。なお、変動額については、表 1に 記載の額以上とする。

(1.0)%

表 1 変動額の最低額

(千 円/年 )

年 度
②運営業務の

売上額※
①会議室使用料

⑫ 変動額の

基準額

(⑦―①)

① 変動額

(⑫ ×10%)

平成 25年度 0 0

平成 26年度 0 0 0

平成 27年度 485.210 500 484,710 4,847

平成 28年度 499, 752 500 499,252 4,993

平成 29年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 30年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 31年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 32年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 33年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 34年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 35年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 36年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 37年 度 509,737 500 509.237 5,092

平成 38年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 39年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 40年度 509,737 500 509,237 5,092

平成 41年度 509,737 500 509,237 5,092

※出荷者協議会の販売代行手数料を含む。



別紙 3 モニタリング及びペナルティの考え方

1 モニタリングの基本的考え方

甲は、乙が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニ

タリングを行う。

(1)モニタリングの項目

本施設の維持管理・運営業務が適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者

の満足度等を調査するとともに、本施設の利用が可能である状態をモニタリングする。維

持管理及び運営段階におけるモニタリングは、以下の 2つ の視点について実施する。

①本施設の利用可能状態の把握

②要求サービス水準を満たしていることの確認

(2)モニタリングの方法

甲は、通常業務報告書及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求

サービス水準を満た していることの確認を行 う。さらに、通常業務報告書及び随時業務報

告書記載事項の事実の確認を行 う。

2 ペナルティの基本的考え方

甲は、乙が実施する業務が以下のペナルティ対象事象に該当すると判断した場合、一

定の経過措置を経た後、乙へ違約金の支払いを請求することとし、乙はこれに応 じるもの

とする。

(1)ペナルティ対象事象

①乙の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合

②乙の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合

(2)ペナルティに至るまでの経過措置

モニタリングによリペナルティ対象の事象が判明した際に、甲は乙に対して改善勧告

を行う。乙は甲と協議のうえ、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずる

ものとする。

ペナルティ対象の事業、状況毎に、甲と乙との協議のうえ、決定した改善完了予定日

(図 1に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合には、乙による甲への違約金

支払いに至るものとする。



2 納付金

契約期間中、乙が甲に支払う納付金は、当年度の自主運営事業にかかる売上金額に、

以下の率を乗じて得た額を、翌年度 5月 上旬までに一括で支払うものとする。

なお、納付金については、表 2に 記載の額以上とする。

(1.0)%

表 2 納付金の最低額

(千 円/年 )

年 度
②自主運営事業
にかかる売上額

①納付金
(0× 1.0%)

平成 25年度

平成 26年度

平成 27年度 39,785 398

平成 28年度 39,785 398

平成 29年度 39,785 398

平成 30年度 39,785 398

平成 31年度 39,785 398

平成 32年度 39,785 398

平成 33年 度 39,785 398

平成 34年度 39,785 398

平成 35年度 39,785 398

平成 36年 度 39,785 398

平成 37年度 39,785 398

平成 38年 度 39, 785 398

平成 39年度 39,785 398

平成 40年度 39,785 398

平成 41年度 39, 785 398



施設の全部もしくは一部の利用ができない。

´     改善勧告     ｀

協議

改善計画書提出
(改善完了予定 日を記入 )

要求サービス水準未遠

改善完了予定 日

(ペナルティ起算 日)

改善完了予定日

(ペナルテイ起算 日)

1週間たつても

改善されない場合

第二回改善勧告ま
でに改善された場

合、サービス対価
返還 (一 日あたりの

サービス対価 (使

用不可施設応分 )

X05X日 数 )

(改善完了予定 日を記入 )

改善完了予定 日

(ペナルティ起算日)

改善完了予定 日

(ペナルティ起算 日)

違約金 :一 日あたりの

維持管理・運営費 (要

求水準未達分 )

X30X日 数

違約金 :一 日あたり
の維持管理・運営費
(使用不可施設応
分)X30X日数

月日(例 )

5月 30日

6月 5日

6月 10日

6月 17日

7月 7日

7月 14日

7月 19日

7月 27日

月 日(例 )

5月 30日

6月 5日

6月 10日

6月 17日

7月 7日

フ月 14日

フ月 19日

7月 27日
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図 1 モニタリング及びペナルティの考え方



別紙 4 施設使用料見直し協議

1 施設使用料見直しの基本的な考え方

・ 利用者数 (客観的指標 として「交通量」を採用)が大幅に変動した場合、事象ごと

に以下の対応を取ることとする。

① 交通量の増加に伴い、売上以上に経費が増加した場合については、事業者のリス

ク分担とする。

② 交通量の減少に伴い、売上で経費を賄えなくなった場合については、公共側のリ

スク分担とする。

③ 交通量の増加に伴い、経費以上に売上が増加 した場合については、施設使用料の

変動部分の増額若しくは利用者サービス向上について協議する。

■提案時の売上・経費

売上 経費

【施設使用料】
固定額+売上の1%

図 2 施設使用料等の見直しの考え方

定期見直し協議

・ 需要変動の有無を確認 し、リスク分担を協議するため「定期見直し協議」を開催す

ることとし、開催のタイミングは以下の通 りとする。見直し協議は、当該年度の実

績交通量及び事業者の財務書類を基に次年度 5月 中旬に実施する。

① 運営開始～3年 目 : 毎年開催 (計 3回 )

経費が

①コスト増加リスク
(民間が負担)

【施設使用料】

定額+変動

③売上増加
(町、民間協議)

【施設使用料】
定額+変動(増額)又は

利用者サービス向上

②売上減少リスク

【施設使用料】 (公共が負担)

定額 (一部減額)※ +変動

※非収益施設の維持管理・運営費に、提案
時交通量からの減少率を乗じて得た額を減
額する

② 4年 目以降 : 3年 ごとに 1回 (計 3回 )



別紙 5 契約期間中の保険

乙は、契約期間中、自ら下記に記載する保険に加入 し、又は維持管理・運営業務の受託

者をして加入させなければな らない。

(保 険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称 となることもある。)

上記以外の保険については、乙の提案 によ り、甲と協議のうえ、決定するものとする。

※ 第 30条第 1項 (1)号～ (4)号 によ り対応 した場合は不要

表 3 契約期間中の保険

維持管理・運営業務契

約履行保証保険
※

維持管理・運営業務受託者の

契約不履行に基づく契約解

除違約金

乙又は

維持管理・運営業務

の受託者

甲又は乙

維持管理・運営業務業

者賠償責任保険

施設の維持管理・運営業務の

遂行 に起 因 して発生 した第

二者賠償責任損害及び訴訟

費用等

管理財物に対する賠償 も担

保

維持管理・運営業務

の受託者

乙、維持管

理・運営業

務の受託者



別紙 6 契約保証金の額

本施設の維持管理・運営業務の契約保証 として、乙が付すべき保証金の額は、契約期間

にわた り表 4に記載の額以上とする。

なお、維持管理・運営業務に係る経費の金額が大幅に変動 した場合には、甲乙協議の上、

契約保証金の額を変更することができる。

表 4 契約保証金の額

(千 円/年 )

年度 ⑭維持管理費 ④運営費

⑫維持管理・運営費
の合計

(⑦ +④ )

○契約保証金
の額

(0× 1/10)

平成 25年度 0 0 0

平成 26年度 0 0 0

平成 27年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 28年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 29年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 30年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 31年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 32年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 33年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 34年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 35年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 36年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 37年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 38年度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 39年 度 33,057 0 33,057 3, 306

平成 40年度 33,057 0 33,057 3,306

平成 41年度 33,057 0 33,057 3, 306



別紙 7 個人情報取扱特記事項

(基本的事項 )

第 1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害す る

ことのないようにしなければな らない。

(秘 密の保持 )

第 2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏 らしてはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様 とする。

(目 的外収集・利用の禁止 )

第 3 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集 し、又は利用するとき

は、受託事務の目的の範囲内で行 うものとする。

(第三者への提供の禁止 )

第 4 乙は、この契約による事務を処理するため甲か ら提供を受け、又は乙自らが収集 し

、若 しくは作成 した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第二者に提供

してはな らない。

(複写、複製の禁止 )

第 5 乙は、この契約による事務を処理するため甲か ら提供を受け、又は乙自らが収集 し

、若 しくは作成 した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写 し、又は

複製 してはな らない。

(適 正管理 )

第 6 乙は、この契約による事務を処理するため甲か ら提供を受け、又は乙自らが収集 し

、若 しくは作成 した個人情報の滅失及びき損の防止に関する措置を講 じなければな

らない。

(作業場所の指定等 )

第 7 乙は、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取 り扱 う事務 を

処理 してはな らない。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個

人情報を取 り扱 う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該作業場

所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得た場合

はこの限 りでない。

(運搬 )

第 8 乙は、この契約による事務の処理その他 この契約の履行に関 し、個人情報が記載 さ

れた資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、き損及び滅失を防止するた め、

乙の責任において、確実な方法により運搬 しなければな らない。

(資 料等の返還等 )

第 9 乙が この契約による事務を処理するために、甲か ら提供を受け、又は乙自らが収集

し、若 しくは作成 した個人情報が記録された全ての資料等は、その契約完了後直ち

に甲に返還 し、又は引き渡すものとする。ただし甲が別に指示 したときは当該方法

によるものとする。

(従事者への周知及び監督 )



第 10乙は、この契約による事務に従事 している者に対 し、在職中はもとより退職後 にお

いても、その事務に関して知 り得た個人情報をみだ りに他人に知 らせ、又は不当な

目的に使用 してはな らないこと、これに違反 した場合は、京丹波町個人情報保護条

例 (平成 17年京丹波町条例第 10号 )に より罰則が適用される場合があることな

ど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正管理

の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければな らない。

(取扱い状況の報告及び調査 )

第 H甲 は、必要があると認めるときは、 この契約による個人情報の取扱いの状況につい

て、乙に報告させ、又は随時実地に調査することができるものとする。

(指示 )

第 12甲 は、この契約による個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、乙に対 して

必要な指示を行 うものとし、乙は、その指示に従わなければな らない。

(事故の場合の措置 )

第 13乙 は、 この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったとき

は、速やかに甲に報告 し、甲の指示に従うものとする。



京丹波町地域振興拠点施設整備事業

第 1回変更 維持管理・運営業務委託契約書

平成 25年 6月 19日付けで締結した京丹波町地域振興拠点施設整備事業維持管理・運営業務委託契約書

(以下、「原契約」という。)において約定した事項の一部を次のとおり変更する契約を締結する。

原契約第 10条を次のように改める。

第 10条 業務期間等は、次の各号のとおりとする。

(1)運用開始日  :京 丹波町地域振興拠点施設の設置及び管理に関する条例が施行された日

(2)維持管理業務  :平成 27年 4月 1日 ～平成 42年 3月 31日

(3)運営業務 :運用開始日～平成 42年 3月 31日

この契約の成立を証するため、本書 9通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その 1通を所持する。

平成 27年 3月 31日

(甲) 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷 6'′鞭鍔串露夢:

京丹波町長  寺尾 豊

踊尋

::量
蓋静

(乙)京都府船井郡京丹波町曽根深シノ 65番地 1

R00F GATE株 式会社

代表取締役  寺尾


